
「食物アレルギー対応のながれ」に係る「食物アレルギー対応日程」の改訂（案）について 資料３

新小１年生（現） 新小１年生（案） 新小２～新小６年生（現） 新小２～新小６年生（案）

11月

◎ 保護者から聞く内容
と医師の診断書の
内容に大きな違い
はないことから、面
談を２回（11月と２
月）に分けて実施す
る必要がない。

11月

◎ 書類の配付時期に
ついては、12月に前
倒しする方が良い。

12月

◎

12月

◎ 校内委員会につい
ては、面談後に実施
する方が良い。

２月 ２月

◎ 面談については、担
任も参加することが
あるため、３月まで
ではなく４月までに
する方が良い。

３月

◎

３月

４月 ４月

第５回委員会
における意見

第５回委員会
における意見

就学時健康診断時
には、医療的ケアや
介助の相談など、ア
レルギー以外の教
育相談もあり、面談
に十分な時間が取
れないことから、必
要書類の配付や入
学までの流れを説
明するのみの方が
良い。

入学説明会は、保
護者にとっては物品
購入等しなければな
らないことが多く、ま
た子どもが一緒の
状況であるため、面
談は別の機会とす
る方が良い

★就学時健康診断
で相談があったところ

様式１・２・４・５配付

面談１

書類

★入学説明会

校内委員会１面談２

様式１・２・４・５回収書類

★入学式

校内委員会２面談３

様式６・７配付

様式７回収

書類

共通理解の徹底

対応食の開始

＜ 11月 ～ ３月 ＞

様式１・２・４・５配付書類

※就学時健康診断や入学説明会等

の機会を活用

様式１・２・４・５回収書類

面談１

校内委員会１

＜４月～給食開始前＞

面談２ 様式６・７配付書類

様式７回収

校内委員会２

書類

共通理解の徹底

対応食の開始

校内委員会

様式３・４・５・７配付書類

面談等

様式３・４・５・７回収書類

共通理解の徹底

対応食の開始

様式６配付書類

様式３・４・５・７配付書類

＜ 12月中 ＞

＜書類配付後～ 給食開始前＞

書類

面談等

校内委員会

＜４月～給食開始前＞

様式６配付書類

共通理解の徹底

対応食の開始

様式３・４・５・７回収
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「食物アレルギー対応のながれ」に係る「食物アレルギー対応日程」の改訂（案）について 資料３

新中１年生（現） 新中１年生（案）
新中２～新中３年生（現）

（義務教育学校新７～新９年生）
新中２～新中３年生（案）

（義務教育学校新７～新９年生）

11月

◎ ２月に書類を配付す
ると面談が４月まで
に間に合わない大
規模校もあることか
ら、書類配付時期を
12月に前倒しする
方が良い。

11月

◎ 書類の配付時期に
ついては、12月に前
倒しする方が良い。

12月

◎ 保護者にとっても病
院受診できる期間
が長くなることから、
１２月に配付するこ
とは良い。

12月

◎ 校内委員会につい
ては、面談後に実施
する方が良い。

２月

◎ 書類を４月に回収す
ると、給食開始日ま
で日数がないことか
ら、面談の調整が難
しい現状がある。回
収については３月ま
でとする方が良い。

２月

◎ 面談については、担
任も参加することが
あるため、３月まで
ではなく４月までに
する方が良い。

３月

◎ 中学校に提出いた
だくことで、次の面
談の調整がしやす
い。 ３月

４月 ４月

第５回委員会
における意見

第５回委員会
における意見

様式１・２・４・５配付

様式７返却

書類

★入学式

校内委員会面談

様式１・２・４・５・７回収

様式６配付

書類

共通理解の徹底

対応食の開始

＜ 12月中 ＞

様式１・２・４・５・7回収書類

面談

校内委員会

＜４月～給食開始前＞

様式６配付書類

共通理解の徹底

対応食の開始

校内委員会

様式３・４・５・７配付書類

面談等

様式３・４・５・７回収書類

共通理解の徹底

対応食の開始

様式６配付書類

様式３・４・５・７配付書類

＜ 12月中 ＞

＜書類配付後～ 給食開始前＞

書類

面談等

校内委員会

＜４月～給食開始前＞

様式６配付書類

共通理解の徹底

対応食の開始

様式３・４・５・７回収
６年生時点で給食の対応をし

ている児童に小学校にて

小中連絡会にて情報交換

６年生時点で給食の対応をし

ている児童に小学校にて対応

様式１・２・４・５配付

様式７返却

書類

＜書類配付後～ ３月＞

＜ ３月＞

小中連絡会にて情報交換

＜書類回収後～給食開始前＞

中学校にて対応
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